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「耐震改修促進計画改定に向けた調査検討」

業務委託公募型プロポーザル募集要項

１ 趣旨

「耐震改修促進計画改定に向けた調査検討」業務委託を行うに当たり、本要項のと

おりプロポーザルを実施する。

２ 委託業務の概要

(1) 委託業務名

耐震改修促進計画改定に向けた調査検討業務

(2) 委託業務の内容

別紙「耐震改修促進計画改定に向けた調査検討業務委託仕様書」（以下「仕様書」

という。）のとおり。

(3) 業務委託料の想定

本業務の委託料は5,610千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）以内とする。

(4) 業務委託の期間

契約日から令和８年３月24日まで

３ 応募資格

本業務の契約相手方を特定するための公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」

という。）に応募することができる者は、次の全ての要件を満たすものであること。

(1) 法人その他の団体又は個人事業主であって、業務を適切に遂行できる能力を有す

ること。

(2) 提案する業務が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可、指定等を受ける

必要がある場合には、当該免許、許可、認可、指定等を受けていること。

(3) 業務の実施にあたり、兵庫県との打合せ等に適切に対応することができること。

(4) 労働関係法令を遵守し、最低賃金法（昭和34年法律第137号）第３条に規定する

最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額

から同条の規定により減額した額）以上の賃金の支払その他特定労働者の適正な労

働条件を確保していること。

(5) 本県の測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格名簿に掲載されている者で、

都市計画及び地方計画部門を希望し、建設コンサルタント登録規程の都市計画及び

地方計画部門に係る登録を受けており、兵庫県又は大阪府内に本社、支社、営業所

等が存する者。

(6) 技術士、一級建築士又はこれらと同等の能力があると認められる者が業務を担当

すること。

(7) 過去10年間に、都道府県又は市町における耐震改修促進計画策定業務等の業務実

績がある者。

(8) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定による一般競争

入札の参加者の資格制限を受けている者

イ 応募図書（５(2)に掲げる書類をいう。以下同じ。）の受付期間において、県の

指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者

ウ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続開始の申立て、民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てが行われている者

エ 県が賦課徴収するいずれかの県税を滞納している者

オ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体



- 2 -

カ 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある者

４ 公募スケジュール

公募開始 令和７年４月１日（火）

質疑の受付
令和７年４月１日（火）

～４月11日（金）午後５時まで

応募表明書の提出 令和７年４月11日（金）午後５時まで

質疑に対する回答 令和７年４月15日（火）

応募書類の提出 令和７年４月22日（火）午後５時まで

公募型プロポーザル審査会開催

（プレゼンテーション、受託候補者の特定）
令和７年４月28日（月）（予定）

契約の締結 受託候補者決定後、速やかに

５ 応募の手続等

(1) プロポーザルの応募意思の確認

本プロポーザルへの応募を予定する者は、応募表明書【様式１】を提出すること。

ア 提出方法：電子メール（必ず電話で着信確認を行うこと。）

イ 提出期限：令和７年４月11日（金）午後５時まで

ウ 提出先（事務局）：兵庫県まちづくり部建築指導課 担当：井上、今村

電話：078-362-4340

E-mail：kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp

(2) 応募書類の提出

ア 提出書類

名称 所定様式 任意様式 部数

１ 応募申請書 様式２ ２部

２ 企画提案書 ○ 10部

３ 応募者概要・業務実施体制 様式３ ２部

４ 業務実績 様式４ ２部

５ 経費積算見積書 様式５ ２部

※その他、必要に応じて、追加資料を依頼することがある。

(ｱ) 企画提案書（様式自由）

・応募者のノウハウを生かした提案を行うこと。

・企画提案書は、Ａ３判横２ページ以内、文字のサイズは10ポイント以上とし、

次の課題に対する提案とする。なお、提案に当たっては具体的な分析手法を

示すとともに、表現方法については、文章、図表等を用い視覚的に分かりや

すくまとめること。

【課題（記載内容）】

仕様書及び本県における住宅・建築物耐震化施策等を確認の上、本県の特性、

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（国土交通省
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告示）等を踏まえ、以下の項目について、応募者の考えを提案すること。

a 社会情勢の変化を踏まえた新しい兵庫県耐震改修促進計画で掲げるべき目

標案

b 高齢化率が高い地域ほど耐震化率が低い等、地域ごとの特性を踏まえた、こ

れからの住宅・建築物の耐震化施策の在り方

c アンケート調査の実施手法

d その他（事業者提案による独自の調査分析とそのねらい、他府県の先進事例

や本県の現状・地域特性等を踏まえ、今後本県が重点的に取り組んでいく

べき課題とその解決に向けた方向性など自由提案）

※ 審査の公平性を期するため、企画提案書には社名や、担当者の指名、事業者

を特定できる情報は記載できないものとし、提出の際に当該記述があった場

合には、指定期日内に修正を行うこと。

※ 図、写真などを活用し具体的に提案してください。

※ 他の事業者と比べたときの優位性（アピール点）も記載してください。

※ その他、自由にＰＲしてください。

※ その他、事業実施に当たり、県に協力を依頼したいことなどがあれば記載し

てください。

(ｲ) 応募者概要・業務実施体制・業務実績（様式３、４）

・応募者の概要及び今回業務の実施体制について記載すること。

・業務実施体制に記載した業務責任者について、発注機関が国、都道府県又は

県内市町である業務の実績（過去10年間（平成27年度から令和６年度までに

業務が完了したもの）に携わったものに限る。）のうち、今回業務と同種・

類似の業務を記載すること。

※ 同種業務：該当する計画の策定・改定に係る業務のうち、発注機関が国又は

都道府県であるもの。

※ 類似業務：該当する計画の策定・改定に係る業務のうち、発注機関が県内市

町であるもの。

(ｳ) 経費積算見積書（様式５）

・業務の実施に必要な経費を積算すること。

イ 提出方法：持参又は郵送

ウ 提出期限：令和７年４月22日（火）午後５時まで

(3) 提出先及び留意事項

ア 提出先（事務局）

兵庫県まちづくり部建築指導課 担当：井上、今村

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号

イ 留意事項

持参の場合は、午前９時から正午まで又は午後１時から５時までの間とするこ

と（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）。

郵送による場合は、あらかじめ電話等により事務局に連絡した上で、書留郵便

など配達記録が残る方法により、提出期限内に事務局に必着するよう提出するこ

と。

なお、提出された書類等に変更が生じた場合には、変更した書類等を提出期限

までに事務局に提出すること。
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６ 質疑・回答について

本プロポーザルに関する質疑については、以下のとおりとする。

(1) 質疑の受付

ア 提出書類：質疑書【様式６】（ワード形式で作成すること。）

イ 提出方法：電子メール（必ず電話で着信確認を行うこと。）

ウ 提出期限：令和７年４月11日（金）午後５時まで

エ 提出先（事務局）：兵庫県まちづくり部建築指導課 担当：井上、今村

電話：078-362-4340

E-mail：kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp

(2) 質疑に対する回答

質疑の内容及びそれに対する回答については、令和７年４月15日（火）までに全

ての応募者に対して、電子メールで通知する。

ただし、関係者等への確認を要する質問等については、期限までに回答できない

こともある。その場合は、県から期限までに回答できない旨と回答期日について連

絡する。

７ 審査

(1) 審査の方法

ア 契約相手方の選定を行うため、県は、公募型プロポーザル審査会を設置する。

審査会において、原則として応募者によるプレゼンテーションを実施する。実施

する場合は、応募者に対して別途通知する。

イ 以下の項目について審査の上、契約相手方を選定する。

評価項目
評価基準

評価の視点 配点

業務実施体制及

び担当者の業務

実績

・業務責任者及び主任担当者が、計画の策定・改定に係

る業務について、同種又は類似業務の実績を有してい

るか。

10

企画提

案の内

容

的確性 ・業務内容及び目的が十分に理解されているか。

・本県の現状、課題、問題点やその原因を的確に把握で

きているか。

・住宅・建築物の耐震化に関する全国の取組や国の動き等

を認識しているか。

・着眼点、問題点、解決方法等が適切かつ論理的に整理

されているか。

30
独創性 ・課題分析や解決方法に新たな視点が盛り込まれているか。

・実施手法や視点、検討内容について、効果的で専門性

の高い提案となっているか。また、本県の特性を踏ま

えた他にない提案になっているか。

実現性 ・各種調査等のデータを活用した分析の方法が示されて

いるとともに、提案内容を裏付ける類似事例があるな

ど実現性に説得力があるか。

・効率性、妥当性のある業務フロー・スケジュールとな

っているか。

合 計 40
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(2) 企画提案等の評価基準

ア 業務実施体制及び担当者の業務実績

業務実績について、以下のとおり採点する。

※同種業務あり：同種、類似業務のみ：類似、ともになし：なしと表記する。

区分 配点 合計

業務責任者 同種：５点 類似：３点 なし：０点 ０～５点

主任担当者 同種：５点 類似：３点 なし：０点 ０～５点

イ 企画提案の内容

(1)の評価の視点を踏まえ、項目ごとに提案内容を採点する。

(3) 審査結果の連絡

審査の結果は、各応募者に対して、電子メールで通知する。

８ 審査対象からの除外

次の事項のいずれかに概要する応募者は、審査の対象から除外する。

(1) ３の応募資格を満たさなくなったとき。

(2) 提出した資料に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(3) 提出期限までに応募書類の提出がなかったとき。

(4) 経費積算見積書の見積金額が２(3)の金額を超えているとき。

(5) 不正行為があったとき。

９ 委託事業者選定後の手続

(1) 委託契約（令和７年５月予定）

県は、事業者の選定後、事業者と委託契約を締結する。

(2) 委託業務の内容

県は、委託業務の内容について、応募図書の内容や審査結果等をもとに詳細を決

定する。その際、企画提案の内容を一部変更する場合がある。

10 その他（留意事項等）

(1) 応募に係る一切の経費は応募者の負担とし、提出された書類の返却は行わない。

(2) 応募図書は審査のためのみに使用するが、公表の必要がある場合は、公募する事

業者の了解を得た上で、その全部又は一部を公表することがある。

(3) 応募する提案は各者１提案に限る。

(4) 応募者が多数の場合、事務局において７の評価項目等に基づき事前審査を行い、

審査会に諮る応募者を選定する。

(5) 応募者が１者の場合、審査会において応募者業務実績及び企画提案書の内容につ

いて審査・評価の上、当該応募者が仕様書に定めた業務を適切に実施することがで

きると認められる場合においては、同者を受託候補者として特定するものとする。

(6) 契約締結は審査結果通知後速やかに行うものとし、契約締結後は速やかに契約書

及び仕様書に従って本業務を実施する。

(7) 受託者が契約書に記載する条項に違反したときは、当該契約の全部又は一部を解

除、代金の支払を停止し、及び受託者に対して支払った委託料の全部又は一部の返

還を求めることがある。また、契約を解除した場合は、損害賠償又は違約金を求め

ることがある。

(8) 企画提案書に記載した従事予定者は、原則として変更できない。ただし、病気休

暇等のやむを得ない理由により、これを変更する場合は、当該従事予定者と同等以

上の能力を有すると県が認めた者でなければならない。

(9) 県は受託候補者が特定された後、同者と協議の上、同者の提案内容を踏まえた業
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務委託仕様書等の変更を行うことができる。

(10) 本業務により制作される成果物等の著作権、所有権は、全て県に帰属するものと

する。納入される成果物に第三者が著作権、肖像権その他の権利を有する著作物が

含まれる場合、受託者は、当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾等に

関わる一切の手続きを行う。

(11) 受託者は、実績報告書の記載内容が確認できる書類（会計関係帳簿、労働関係帳

簿、業務日誌等）を本業務終了後５年間保存すること。

(12) プロポーザル及び本業務上で知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のため

に利用してはならない。

11 事務局（問合せ先・応募図書の提出先）

兵庫県 まちづくり部 建築指導課 防災耐震班 担当：井上、今村

〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目10番１号

電話：078-362-4340 FAX：078-362-4455

E-mail：kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp


